
※ 運行目的が臨時運行許可の制度にそぐわない場合や、運行開始日の当日や前日でない場合など、受付できないことがあります。

※ 上記申請書の他、以下の書類が必要です。ご提示いただけない場合は貸出できません。
・車検証等（原本）
（ただし、車検証等について原本がない場合、コピーと車台番号の拓本を紙媒体で提示してください）

・自動車損害賠償責任保険証明証（原本）
・来庁者の身分証明証

⑦
必要事項をすべて記入し、裏
面の注意事項を確認したら、
赤下線部の□にチェックを入
れ、申請日を記入し、窓口へ
提出してください。

①
車検証等に記載されている内
容を記入してください。

②
該当する運行の目的を選択し
てください。
1〜3に当てはまらない場合、
４に具体的に記入してくださ
い。

③
目的を達成するために必要と
する発地、着地及び主要経過
地の地名を記入してください。
なお、市内のみの運行の場合
は以下のように記入してくだ
さい。
(例)⼋尾市光町〜⼋尾市植松町

④
5日を限度として、必要最小日
数を記入してください。

⑤
自動車損害賠償責任保険証明
証に記載されている内容を記
入してください。

⑥
申請人（番号標使用者）の連
絡先を記入してください。

個人・法人に問わず、申請人
（番号標使用者）と来庁者が
違う場合は、番号標受領者欄
に来庁者の連絡先を記入して
ください。


